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１．開  会 

 

【川島理事官】 それでは、定刻となりましたので、第５回地域総合防災力の充実方策に

関する小委員会を開催いたします。私、司会を務めさせていただきます、消防庁総務課の

川島でございます。 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。それでは、し

ばらくの間、事務局のほうで進行を務めさせていただきます。 

 

２．委員等の紹介 

 

 本日は、青山委員、重川委員、山﨑委員におかれましては、所用のためご欠席されてお

ります。小川委員におかれましては、遅れてご出席との連絡がございました。 

 

配布資料確認 

 

 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 

 本日の配付資料のご確認をさせていただきます。まず初めに、議事次第、委員名簿、配

席図、それに本日の資料となっております。その後ろに参考資料１、２がございます。そ

の後ろに地域総合防災力展のパンフレットがございます。 

 それではこれより、秋本小委員長に議事の進行をお願いいたしたいと思います。小委員

長、よろしくお願いいたします。 

 

３．議  事 

 

【秋本小委員長】 皆さん、おはようございます。お忙しいところご出席いただきまして、

まことにありがとうございます。今日の委員会におきましては、前回、たたき台というか、

１つの案をお示しして、ご意見をいただきましたが、そのいただきましたご意見をもとに

して、事務局と私どもが一緒になりまして修正をしたものを、資料として用意させていた

だきました。後ほど総務課長からのご説明をいただいて、また、皆さんからの忌憚のない

ご意見をいただき、いいものにしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し
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上げます。 

 それじゃ、総務課長さんのほうでご説明いただけますか。お願いします。 

 

資料説明 

 

【長谷川総務課長】 おはようございます。総務課長でございます。よろしくお願いしま

す。 

 お手元に資料をお届けさせていただいておりますけれども、報告書の案なるものがござ

いますが、こちらはいわゆる溶け込みと申しますか、直した部分をそのままきれいにした

ものでございます。ちょっとこれはわかりにくいものですから、参考資料１ということで、

同じその報告書の案でございますけれども、前回の報告書から修正した部分、削った部分、

あるいはつけ加えた部分がわかる形、私たちは見え消しと読んでおりますけれども、その

形でつくったものがございますので、こちらでご説明させていただきたいと思います。 

 参考資料１でございますが、例えば１ページの右上のほうに、「スタート以来」というと

ころに二重線が引いてございますが、これは削ったという意味でございまして、その後「創

設」という言葉があって、下に下線が引いてございますが、これはつけ加えたという意味

でございます。こんな形で何カ所か修正をしたところがございますので、ご説明させてい

ただきたい、このように存じます。 

 なお、例えばこの１ページ目の右上のような修正は、この間のご意見から直接といいま

すよりは、その後私どものほうで小委員長とも推敲を重ねた結果、若干字句を修正したほ

うがいいのかなという形で訂正した部分でございまして、そういった、いわゆる表現を適

正化するための修正をさせていただいた部分と、あと、先生方からのご意見を踏まえて直

した部分と、両方ございますので、そういうことでご了解いただければと思います。 

 １ページはそういう形で表現の適正化ということでございます。 

 ２ページに参りまして、上のほうにちょこちょこ直っておりますのは表現の適正化とい

うことでございます。真ん中辺、９行目あたりでしょうか、下線が２行ほど引いてあると

ころがございますけれども、ここのところは、防災対策に関する調査研究が必要であると

いうことを言及したほうがいいというご意見が前回ございましたので、それを踏まえまし

て、ここにございますように調査研究が必要であるという記載をさせていただいた部分で

ございます。このページのその他の修正は、表現を適正化するために直させていただいた
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部分でございます。 

 おめくりをいただきまして、３ページも表現をちょっと適正化させていただいた部分で

ございます。 

 おめくりをいただきまして、４ページでございますけれども、４ページも何カ所か直っ

ておりますが、基本的には表現をよりよくしようという形で修正をさせていただいた部分

でございます。 

 おめくりをいただきまして、５ページでございますけれども、５ページも何カ所か変わ

っております。表現を直させていただいた部分が主なものでございますが、このうち下か

ら１２行目でしょうか、「一方」を削って「したがって」と加えた、ここの部分の修正でご

ざいますが、このあたりは消防防災行政の役割が重要となってきているということを踏ま

えて、予算の充実に努力すべきであるというような自治体の責任、ミッションが大きいと

いうことをはっきりさせたほうがいいというご意見がございまして、それを踏まえて、ど

ちらかというとややネガに書いてあった部分を、ポジな表現に変えさせていただいたとい

う部分でございます。このほかはまた、表現をちょっと適正化させていただいたという部

分でございます。 

 おめくりいただきまして、６ページでございますけれども、まずここは、その前の５ペ

ージに常備消防の充実強化というのがございまして、それから８ページのところに常備消

防と消防団等の連携というのがございますが、もともとは常備消防の充実強化、常備消防

と消防団等の連携、それからこの６ページにあります消防団の充実強化という順番になっ

てございました。その後いろいろ推敲の結果、順番を入れかえさせていただいておりまし

て、まず最初に常備消防の充実強化、次に消防団の充実強化、そして３番目に両者の連携

という形で書かせていただいております。 

 その上で、ちょこちょこと直っておりますのは表現を直させていただいた部分でござい

ますけれども、上から９行目ぐらいでございましょうか、この辺で、前回、水防団の話な

んかも少し出ましたものですから、水防も含めて消防団でもやっているよということを言

及させていただいております。 

 それから、その次の「しかしながら」の段落でございますけれども、ここでは最近消防

団が、要するに新しい環境を変えていかないといけない、あるいは新しい環境に適応して

いかなきゃいけないんだ、少子高齢化や地域の事情に合わせた形でやっていかなきゃいけ

ないんじゃないかというご意見がございましたので、社会経済が変化して、地域社会が変
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容する中で、ちょっと下の段ですけれども、こうした環境の変化に適応しながらやってい

かなきゃいけないという筋で、ちょっと手を加えさせていただいております。 

 それから６ページの下のほうでございますけれども、この辺は前回、消防団の役割につ

いて、もっと今日的に見直したほうがいいという、上と似たような話もございましたので、

あわせて、例えば下から４行目ぐらいでございますが、「社会経済の変化や消防の使命の拡

大に十分対応する消防団の更なる充実を目指し」てという形で書き加えたりいたしており

ます。 

 おめくりをいただきまして、７ページでございますが、７ページも結構直っております

けれども、表現の適正化をさせていただいた部分と、ご意見を踏まえた部分とございます。

ご意見を踏まえたといいますか、小委員長ともご相談しながらつけ加えさせていただいた

部分としまして、上から９行目ぐらいでしょうか、削除してある下の部分ですが、右のほ

うの「近年」というあたりでございますけれども、「近年、救助資機材の整備に必要な経費

については地方交付税措置が拡充されたところである。また、実際に消防団多機能型車両

の導入など装備の充実に向けた新たな動きも見られる」ということで、まず、装備、資機

材等についての話に少し言及いたしまして、その上で、そのちょっと下の行でございます

けれども、「市町村において資機材の一層の整備・充実が図られるよう、財政措置を含めて、

国等において適切に対応していく必要がある。また、消防団が保有することが望ましい標

準的な装備について、救助資機材等を含めて、国が何らかの形で具体的に示すことも、今

後の検討課題であろう」という形で、資機材等の財源措置、あるいは装備の標準化等につ

いて、言及を新しくさせていただいているという部分でございます。その余な部分は表現

を直させていただいたという部分でございます。 

 おめくりをいただきまして、８ページでございますけれども、まず、上から９行目ぐら

いに、「また」と書いた段落がございますが、この部分は先ごろ、９月ごろだったと思いま

すけれども、今年４月１日現在の消防団員数の調査などの結果が出ましたので、それを踏

まえて少し言及をさせていただいている部分でございます。ポイントとしましては、要す

るに、市町村の３割で消防団員数が増えているんだということが結果としてあらわれてお

りまして、結局、常備消防あるいは市町村の担当部局も含めて、一生懸命取り組めば結果

が出るんですよということを言及させていただいた部分でございます。 

 それからその次の、左に※がある部分でございますけれども、これは後ろのほうに、人

材の活用という項目を別途立てておったんですが、そこを若干位置を変えまして、人材活
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用のうち消防団員の確保という観点に資する表現の部分について、例えば女性とか消防職

団員のＯＢにつきまして、ここで団員の確保という観点から書き直させていただき、さら

に、くくった部分の一番下のほうの３行ほどでございますけれども、企業の自衛消防組織

の構成員につきましても連携を図ったり、あるいは入団していただいたらどうかというこ

とについて言及をしているという部分でございます。 

 それから８ページの下のほうは、常備消防と消防団の連携ということでございますけれ

ども、先ほど申し上げましたように、場所を後ろのほうにいたしまして、その上で表現を、

消防団は消防団の特色を生かした活動を充実していくべきであるという観点から、全体的

に修正をさせていただいておりまして、あわせておめくりいただいた９ページのほうでご

ざいますけれども、これは１０行目ぐらいでしょうか、右のほうに「この」とある部分か

らですが、「このように消防団の特色を生かした地域の様々なニーズにきめ細かく対応す

る活動をさらに充実させることが消防団に対する評価を一段と高めることになるであろ

う」ということで、地域におけるきめ細やかな活動ということにポイントを当てた表現を

させていただいているということでございます。 

 それから、９ページの下のほうでございますが、地域住民による防災組織等への支援と

いうことで、新しい小項目を立てまして、地域総合防災力の担い手である自主防災組織等

への支援についての記述を新しく追加させていただいております。９ページの下の４行か

らおめくりいただきまして次のページ、（３）の前までの部分でございますけれども、自主

防災組織、あるいは婦人防火クラブ、民間事業所の活動、そういったことについて記述を

加えさせていただいたという部分でございます。 

 それから１０ページのその後の部分は、表現を修正させていただいたという部分でござ

います。 

 それからおめくりをいただきまして、１１ページでございますけれども、まず、「また」

という段落が上のほうから８行目ぐらいにございますが、この部分は前回の委員会で、防

犯等との連携、あるいはそういった防犯にも資するということについてご意見がございま

したので、少し記述をさせていただいております。 

 それからその次の、左に※がある部分ですけれども、これは災害時要援護者情報の共有

推進という部分が別の箇所、もう少し後ろにございましたが、こちらのほうに場所を移さ

せていただいたというものでございます。それ以外は表現を直させていただいたという部

分でございます。 
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 おめくりをいただきまして１２ページは、先ほど申し上げましたように災害時要援護者

の部分を前に移したので、削除させていただいたという部分でございます。 

 おめくりをいただきまして、１３ページですけれども、真ん中辺に「もちろん」から始

まる４行ほどの段落がございますが、これは今、行政に限らず、地域住民による積極的な

取り組みが必要であるというご指摘が前回ございましたので、そういったことについて記

述をさせていただいたという部分でございます。 

 おめくりをいただきまして、１４ページですけれども、２つ目の段落で「また」という

段落がございますけれども、こちらのほうは、私ども、来年度の予算要求の中で、防災ス

クールということで、地域における防災に対する教材の作成なんかを進めていこうという

ことで、ちょっと新しい要求をさせていただきましたので、そういったことを踏まえて言

及させていただいたという部分でございます。 

 それから、その２つほど下の段落で線が引いてある部分でございますけれども、こちら

のほうは、前回の委員会で、住民の中には防災にかかわりたいという意識を持っている人

があるんだというご発言がございましたので、それを踏まえた加筆をさせていただいた部

分と、あともう一つは、先ほど申し上げました、幅広い人材活用の部分から一部こちらの

ほうへ移させていただいた部分とで、１つの段落にさせていただいたものでございます。 

 おめくりをいただきまして、１５ページですけれども、この真ん中あたりで削ってあり

ます部分は、幅広い人材の活用の部分を削らせていただいた部分でございまして、先ほど

申し上げましたように、この女性とか消防職団員のＯＢの部分は団員の確保という観点か

ら前のほうへ、それ以外の部分は前のページへ移させていただいたという形になってござ

います。 

 おめくりをいただきまして、１６ページは大体表現を適正にさせていただくという形で

直させていただいた部分でございます。 

 おめくりをいただきまして、１７ページでございますけれども、まず２つ目の段落です

が、こちらのほうは、三位一体改革で財政的に苦しくなってきておるのが心配だというご

発言と、そういった中でやはり市町村が責任を持っていろいろやっていくべきであるとい

うご発言と、両様のご発言があったと思いますけれども、その辺を踏まえながら、市町村

としてしっかりやっていかなくちゃいけないんだということについて、書き込みをさせて

いただいた部分でございます。 

 それから、その次の段落でちょこちょこ直っておりますけれども、前回も複数の委員の



 -7-

方々から、都道府県がちょっと見えないというご発言がございまして、これはいろいろ検

討したんですけれども、個々の部分で、ここは都道府県でここは市町村だという書き込み

はなかなか難しかったものですから、全体として県についてもここで言及をさせていただ

いて、その立ち位置を明らかにさせていただいたという部分でございます。 

 報告書の関係で主な修正点は、以上ご説明させていただいたとおりでございます。 

 それから、資料のほうでございますが、お手元に参考資料２ということで、目次がつい

た資料を配らせていただいておりますが、こちらのほうが、いわゆる報告書になった場合

には添付資料という形で考えている部分でございます。こちらのほうは複数の箇所にわた

って修正をしております。当初出させていただいた資料が、昨年度開催させていただいた

委員会で出させていただいた資料等もございまして、そういうものにつきまして、数字が

新しくなったりとか、多少記述の内容が新しくなったりとかいう部分がございますので、

そういった修正を複数の箇所にわたってさせていただいたりとかいった形で、ちょこちょ

こ直っているということでご理解を賜ればと思います。 

 とりわけ大きかったのは、先ほど申し上げましたように、消防団員の数が８９万を割っ

て８８万８,０００人ぐらいになったということがございますので、それを踏まえた修正が

結構多数箇所にわたってございます。 

 それからもう一つは、資料で言いますと、１２ページと１３ページでございますけれど

も、ちょっとごらんいただければと思いますが、１２ページのほうは、前回、消防団の協

力事業所の優遇例で、税の優遇とか入札参加資格の優遇についてのご質問がございました

ので、資料を添付させていただいて、こんな例がございますと、長野県の例でございます

が取り上げさせていただいております。 

 それからその次の１３ページでございますけれども、これは海外で、義勇消防の関係で

どんな支援措置があるかというご質問がございましたので、その関係についても、わかる

範囲で少し資料をつけさせていただいたというものでございます。 

 資料の関係は大体以上のようなことでございまして、前回出ましたご意見等を踏まえて、

またその後の若干の推敲も含めて、報告書及び資料について加筆、修正をさせていただい

たというものでございます。 

 以上でございます。 

 

【秋本小委員長】 ありがとうございました。今、お聞きいただきましたように、前回、
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皆さんにお配りをした資料についていただいたご意見を、できる限り反映させたいと思っ

て修正をいたしました。なかなか文章というのは難しいもので、ほんとうにいいものにま

とめようと思うと、読めば読むほど、もう少し直したほうがいいかなというところが次々

に見つかるものであるということを、改めて思ったんですけれども、ごらんいただいたと

思いますので、これにつきましてご意見、ご質問などございましたら、ご自由にご発言い

ただきたいと思います。 

【長谷川総務課長】 申しわけございません。冒頭恐縮でございますが、今日ご欠席でご

ざいますけれど、審議会の吉井会長にもこの修正のものをお目通しいただいておったんで

すけれども、ちょっとコメントをいただいておりまして、ご披露させていただいてよろし

ゅうございますでしょうか。 

 吉井会長からのコメントは大きく３点ございまして、そのうち１点は表現の修正にかか

わる部分ですのでちょっと省略をさせていただきまして、残りの２点についてご紹介させ

ていただきたいと思います。 

 まず冒頭、今回の報告書につきまして、担い手ということに絞った今回の小委員会の報

告書は、全体的に非常によくまとまっていると思います、その上でコメントさせていただ

きますと。もし報告書に反映できる点がございましたら取り入れていただければありがた

く存じ、取り扱いは小委員長にお任せをいたしますということでございました。 

 １つ目は、担い手の育成についてということでございまして、吉井先生は１４ページあ

たりと言っておられますけれども、これまでも市町村や都道府県が中心になって、担い手

育成プログラムが展開されてきておりますと。そこで、特に阪神・淡路大震災の後は活発

に育成施策が実施されておりまして、その結果、地域防災リーダーの担い手の候補という

のは、日本全国で何万人も生まれております。しかし、それらの人々が実際に地域の防災

リーダーとして活躍をされているかとなると、データがあるわけでないんですけど疑問が

ありますと。そこでそれらの意欲があり、育成プログラムを受けた人々を、どのようにし

て地域の防災リーダーとして活躍できるようにしていくかが重要な課題だと思います。こ

れらの人々を地域防災リーダーに誘導していく、一種のキャリアパスのような仕組みや、

リクルートシステムの構築が必要ではないかということについて反映していただいたらど

うかということが１点でございます。 

 あともう一点は、担い手の連携を強化するコーディネーターの育成についてということ

でございまして、担い手間の連携を強力に進めるコーディネーター役は極めて重要であり
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ます。また、市町村がこの中心的な役割を担うことにも異論はないんですけれども、その

役割を十分に果たせるような体制づくりや人材育成対策が必要と思われます。現在はこの

市町村の体制づくりや人材育成づくりが十分ではないと思います。 

 また同時に、市町村の担当者を補佐する、強力な地域の防災連携コーディネーターの育

成も望まれます。消防団員がそのような補佐役を務められることも大きな課題となるので

はないでしょうか。その実現のためには、地域防災連携コーディネーターを育成するため

のプログラム、トレーニングトレーナープログラムといったものを開発する必要があるの

ではないでしょうか。また、地域防災連携コーディネーターに求められる資質を持った、

新しい消防団員候補、例えば、団塊世代の中間管理職経験者などのリクルートも視野に入

れた人材確保が必要ではないでしょうかということでございました。 

 １点目は担い手の育成について、既に地域にいる防災リーダーをどのように取り込んで

いくのかという観点から、２点目は、担い手間の連携をするコーディネーターの役割を、

市町村あるいは消防団員に求めていき、そのために消防団員の方々を、いわゆる研修する

といいましょうか、育成する、あるいはそういったものにふさわしい人材を消防団員に取

り入れていくことが必要ではないかという、ご自身のご意見でございました。３点目は、

表現でございますので、また小委員長と相談させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【秋本小委員長】 吉井会長からもご意見をいただいておりますが、それも含めてよく検

討していかなきゃいけないと思いますが、委員の皆様方からもご意見とか何かございまし

たら、ご発言いただきたいと思います。 

【上田委員】 よろしいですか。先般の小委員会におきましていろいろと言わせていただ

きましたが、そういう面で、私が言わんとする、地方財政の状況とか、あるいはまた過疎

化の問題とか、その他もろもろの防災に対する消防団の役割とかいうものは、おおむね盛

り込んでいただきましたので、ありがたく思っております。以上でございます。 

【秋本小委員長】 ありがとうございました。ほかにどうか、ご意見ございませんでしょ

うか。 

 吉井会長からメモでご意見をいただいておりますが、そのことについて消防庁のほうで

ご意見とか何かというのはありますか。今の段階で申し上げることはないならないで結構

ですけど。 

【長谷川総務課長】 もともと今回の報告書が担い手の育成ということに大変重点を置い
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ておりまして、その中でもう少しここら辺を強化させたらどうかというご指摘だと思いま

すので、そういう意味では、取り入れられる部分は取り入れて直させていただいたらとい

うことも思いますし、また、消防団員の研修とかにつきまして言いますと、現在は初任研

修とか、それからあとは幹部研修等が一部ございますけれども、例えば新しい救助をやっ

ていくような部分の研修とか、あるいはこれは吉井先生のご指摘のございました、人々に

教えていくような、消防団員さんがリーダーとなるための研修とか、そういう部分につい

ては必ずしも十分ではないのかなと思いますので、それも含めて、とりあえずまず、報告

書の中で小委員長にご相談しながら、少しつけ加えさせていただきまして、その後また、

この施策にも考えさせていただきたいと思います。 

【秋本小委員長】 この報告書の案文に書いておりますことで、今すぐにでも何とかして

やりたいなと思うことと、しかしそうは言ってもなかなか時間がかかるかもしれないな、

だけど必要だなと思うことと、多少書き分けておりまして、その書き分けの仕方の中で、

吉井会長のご意見もどのように取り込んでいくかということを、またいろいろ考えていき

たいと思います。 

 それから、今回のこの地域総合防災力というコンセプトというか、考え方自体、今まで

あまりやっていなかったことだと思います。どちらかというと、常備消防、消防団、それ

ぞれについて、具体的な問題についてどう考えるかという議論が多かったように思うんで

すが、すべてを取り込んでの話ということになってきておりまして、それが子供さんの問

題、あるいは女性の皆さんの問題、あるいは企業の防災とのかかわりといったようなこと

まで広げた、かなりウイングを広くした議論の仕方になっておるんですが、企業の自衛消

防組織だとかなんかについても、こんなようなことを取り上げておりますけれども、斎藤

さん、こういう表現なら構わないですか。 

【斎藤専門委員】 よろしいと思います。いろいろ盛り込んでいただきましてありがとう

ございます。 

【秋本小委員長】 ありがとうございます。それから、長野県での税制の特例措置という

ことも、今総務課長から報告がありましたように、資料としてつけておりますけれども、

今やっておりますのは長野県だけなんです。こういったようなことについても、これから

どう考えていくかということもあろうかと思います。 

 少年消防クラブだとかなんかについて、かなりここまで踏み込んで書くというのは、今

まであんまりないかと思うんですけど、こんな形でよろしいですかね。 
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【金井専門委員】 「子供から大人まで幅広く、学校や地域で防災や消防活動の重要性に

関する知識・技術を習得する機会を増やしていくことも大切である。国としてもわかりや

すい教材の作成等を通じて、こうした取組を推進することが求められている。」と書いてご

ざいますけれど、やはり装備ということもこの資料に含まれておりますので、ありがたく

思っております。 

 やはり、現在は１０歳から１５歳ですが、それをまた高校生というところまで幅広く、

防災ということで取り入れていただくとありがたいなと思います。 

ありがとうございました。 

【秋本小委員長】 ありがとうございます。金井委員は東京で現実に少年消防クラブのご

指導をいただいておるんですが、東京消防庁は大変熱心に少年消防クラブのことも取り上

げていただいておりまして、これからまたいろんな動きが出てくると思いますが、小林さ

ん、どうですかね。 

【小林委員】 全体的にほんとうにいろいろな取り組みを網羅していただきまして、これ

で全体がある程度見えるのかなと思っております。まさに子供から大人まで、そしてまた

大人における組織だとか。 

 もう一つこの中で気になったのは、教育の問題。先ほど長谷川課長さんのほうからお話

がございましたけれど、いろいろな資機材だとかを団に提供する、そういったものに対す

る教育だとか、また、地域の防災リーダーとしての教育だとかいう機会を与えていくこと

は、やはりこの中でうたっていく必要があるのかなとも思っております。 

 他のことについては、今までの議論の中のものがよくまとめられているのかなと思って

おります。 

【秋本小委員長】 ありがとうございました。教育の問題は、消防活動の中でものすごく

大事な問題だと思います。もともと消防庁というのが戦後発足しましたときに、教養課と

たしか総務課しかなかったと。そのころから教養ということを消防行政の中で、非常に大

きな柱として位置づけてやってきているわけですから、これからさらにこの幅を広げてい

かなきゃならないだろうと思います。 

 婦人防火クラブのことなどもこの中に入れておりますけれども、吉田さん、こういうこ

とでよろしいでしょうか。 

【吉田専門委員】 婦人防火クラブは全国的に、ここにもありますように２００万人とい

う組織なものですから、各方面で皆さん一生懸命頑張っておりますので、ぜひご利用いた
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だければと思っておりますし、また、人材育成のほうなんですが、こういった面でも婦人

防火クラブのリーダーを少し教育していただければいいのかなと、このように思います。 

【秋本小委員長】 それは婦人防火クラブのリーダーの方に、いろいろまた勉強していた

だく機会をもっと用意すると。 

【吉田専門委員】 はい、お願いできればと思っております。 

【秋本小委員長】 実は、ちょっとご発言があればと思っているんですが、ご発言が出て

くるまでの間、つなぎみたいに、私が今ちょっとしゃべり過ぎておりますことをお許しい

ただきたいんですけれど、お手元に地域総合防災力展というチラシをお配りしております。

これは前にもご説明いたしましたので、もう重ねては申し上げませんが、今この中で、子

供さんたちに遊んでいただきながら消防とか防災にも関心を持っていただけるようなコー

ナーをつくっておりまして、ボウリングゲームをやる、そのボウリングは普通は球を転が

すボウリングですけど、ホースを投げてピンを倒すボウリングゲームをやろうとかいった

ことを取り入れてやるとか、婦人防火クラブの方々には、非常食の炊き出し、試食体験コ

ーナーをやっていただくとかというようなことをしておりまして、いろんな方に関心を持

っていただける機会としてこれを使いたいと思っております。消防団を特に意識した新し

い装備などについても、各メーカーの方々に協力していただいて展示をしていただくとい

うことにもしております。 

 何かございませんでしょうか。はい、お願いします。 

【髙梨委員】 前回に引き続き、非常に簡潔にまとめていただいて、文体も非常によいも

ので、すばらしいものだと思います。ただ、先ほど秋本委員長もおっしゃっていましたが、

やはり少し見直すと、いろいろなものが目についてくるといったこともございまして、２

点ほどお話しさせていただきたいと思います。 

 今までは幼年クラブとか、それぞれの段階に応じて、クラブの育成などの形がとられて

いたということですけれども、消防機関が非常に伝統を重視してきたということで、そう

いう形になっていたのではないかという感がいたします。ドイツなどの例も出てきたよう

に、やはりトータルに、人生のライフステージのどこかで、何らかの形で消防にかかわれ

るような仕組みをつくっておいたほうが良いのではないかと思うんです。 

 １２ページのあたりでは、海外の例を重点的に見ていっていますが、それではほかの日

本の団体ではどうなっているのかというのを少し調べてみましたら、例えば赤十字につい

ては青少年赤十字奉仕団は、青少年ということで１８歳までとなっていて、高校でかなり
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育成のプログラムを組んでいるところなどもあり、手を挙げたところで取り入れ、奉仕の

精神などをそこで培っているということです。 

 ですから消防についても、これまでは大体皆さんターゲットにするのが中学生ぐらいま

でですけど、例えば高校になると、受験勉強で非常に忙しいから、中学生ぐらいまでにで

きるだけノウハウを身につけてほしいということでやっているのですけど、やはり高校ま

で取り入れていっていいのではないかと思います。 

 そして、さらにボーイスカウト、ガールスカウトについても少し調べてみたら、やはり

シニアなどもあって、全部つながるようになっていました。ですから他の例をみても、地

域と事業所とか、住民としての立場、そして事業所としての立場というように、それぞれ

立場を変えたところでそれぞれの受け皿があるといった仕組みをつくっていく必要がある

のではないかなと。それは担い手の育成、そしてトータルに地域のリーダーを育成してい

くといったことにもつながっていくのではないかという感じがいたします。ですから国外

というだけではなくて、国内でも集団を育成していくことに、皆さん同じように苦しんで

おられ、非常に難しいということがあるので、仕組みを考える時に、国内のそうした例も

参考として取り入れていったほうがいいのではないかなというのが１点です。 

 それからもう一点が、８ページになりますが、消防団の団員確保ということで、かなり

機能別分団というのが、これから非常に重点的に見直されていくということがあると思い

ますが、その一方で例えば、中段に、「消防職団員ＯＢに、大規模災害のときに限って活動

する機能別分団への参加を求めたり」ということを明記されているのですけれども、予防

段階でも参加されるという機会、それこそリーダーとして救助とか応急救護とか、いろい

ろそういう活動の場のほうがむしろ多いのではないか、それこそ機能別集団ということで

はないかという感じもします。だからここでは消防団員ＯＢに、機能別分団と言うのかど

うかですけれど、せめてその「大規模災害のときに限って」というのは取ったほうが良い

のではないかと思いました。以上です。 

【秋本小委員長】 消防庁のほうで、今お話がありましたことについてお話しいただくよ

うなことはありますか。 

【長谷川総務課長】 最初の、高校生まで青少年消防クラブの対象としてつなげていって

はどうかということにつきましては、この委員会でもかねてからそういうご発言もあった

と思いますし、私どもとしてもそういうことを念頭にこの報告書を書き込んでおりまして、

ちょっと表現は弱いかもしれませんけど、念頭に置いて考えておるということでご理解い
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ただければありがたいと思います。 

 後段のほうにつきましては、確かにおっしゃいますように、大規模災害のときに限って

活動するというのが限定的にとらえられるような感じであれば、ちょっと直させていただ

きたいと思います。 

 ただ、ここにありますのは、たまたまこういう機能別分団をつくっている例がございま

すので、その例を念頭に置いて書いたということでございまして、消防職団員ＯＢを大規

模災害に限らなきゃいけないという趣旨ではなかったものですから、そこら辺、ちょっと

考えさせていただきたいと思います。 

 あと、例えば今回の大阪の火事なんかがございまして、有識者の中には、予防の業務に

ＯＢを活用して、もう少し違反処理なんかを重点的にやったらどうかというご意見をお聞

きすることもございますので、それも含めて少し小委員長とご相談させていただければと

思います。 

【秋本小委員長】 よろしいですか。ほかにご意見ございますか。 

 石垣委員さん、市町村のことも書き込んでありますけれども、大変厳しい財政状況の中

でも、何とかこれが大事な課題として、国も一緒になってということが書いてありますが、

いかがでしょうか。 

【石垣専門委員】 言われるとおりでございます。非常に厳しい中ですけれど、安全・安

心のためには我々は消防団は欠かせないということで、予算もつけたり、消防団員も増や

しておりますが、なかなか現実には自治体の首長によりまして差があるというのは、間違

いないと思います。そういうことぐらいでございます。 

 それから、ここの１５ページの情報通信の向上でございますが、そこで１６ページのほ

うですけれど、「出場指令手段はサイレンや電話連絡」等々といって書いておるんですが、

今はどこでも通信が非常にきちんとしておりまして、インターネットを使ったり、携帯電

話はほとんど団員が持っておるんです。やっぱりこういうものを生かしていけば、一斉に

本部から、システムを利用して常備消防から火災通報を行ったりしますと、すぐ団長に連

絡をいたします。それから各消防団へ携帯で通報する。これは５人から５人、一遍に連絡

がとれるようになっておりまして、やっぱり現場で物事が起きたら、通信、情報がいかに

早く伝達するかしなければ後手に回るということで、ここら辺は、インターネット等を使

ったほうがいいんじゃないかというのを入れたらどうかと思って、今考えたのです。 

【秋本小委員長】 防災情報室長さんがおられますが、いかがですか。 
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【長尾防災情報室長】 今、委員の先生のご指摘のとおりに、実際には大分ＩＴ化がされ

ておりまして、ちょっとインターネットという言葉はここら辺に記述されてはいませんが、

実際、そういう例も紹介するのがある意味では有効な方法ではないかなと思いますので、

そこはまた事務局と相談させていただきたいと思います。 

【石垣専門委員】 携帯が非常に有効であるので。 

【長尾防災情報室長】 実は１６ページの真ん中ほどでございますが、なお書きで、「情報

伝達手段としては、携帯電話の普及や被雇用者である団員の増加を踏まえれば、携帯電話

の活用は効率的・効果的な一つの方法である」と、あえて例示をさせていただいておりま

すので、携帯電話の利用はここら辺でよろしいかなと思います。インターネットにつきま

しては上のほうに書き込む方法で、ちょっと考えさせていただきたいと思います。 

【秋本小委員長】 情報通信は、阪神・淡路大震災の経験などからしても極めて大事なこ

とだというので、みんなで取り組んできていると思いますけれども、何しろ世の中がどん

どん変わっていくというか、技術がどんどん進んでいくものですから、それを追っかけて

いくのも大変だというところがあります。それと、やっぱりやり方によったらかなりのお

金もかかるという面もありますので、これらも含めて頑張っていかなければならないとい

うことだと思います。 

 皆さんに一通り、一言ずつおっしゃっていただくような感じになってしまっております

けど、坪田さん、何かお願いするような格好になって悪いんですけど、いかがでしょうか。 

【坪田専門委員】 報告書は特に私は異存はありませんし、できれば具体的に実施してい

ただきたいという旨を希望するだけであります。 

 先ほどちょっとありましたが、消防団の協力事業所の減税が長野県だけだということだ

ったんですが、こういったものがもっとやっぱりいろんな県に普及していけば、我々もい

ろんな事業所、中小企業に対して呼びかけもしやすいと思いますので、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。 

【秋本小委員長】 消防団員を確保するということで、みんな一生懸命やっておりますけ

ど、とにかく世の中、サラリーマンというか、被雇用者が圧倒的に多くなってきておるも

のですから、どうしても企業の方々のご理解を得なければならないというので、長野県の

ような税制も一つの手段だと思いますが、根本的にやっぱりご理解をいただくための努力

もしなきゃいけないだろうと思います。みんな関係者一同、これからも努力したいと思い

ます。 
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 ということで、一通りご発言いただきましたが、いたずらに時間ばかり長引かせるのが

能ではないように思いますので、特にご意見がなければ、今いただきましたご意見、ある

いは吉井会長からいただいておりますご意見なぞを、もう一遍私どものほうで取り入れる

方向での修正作業をやってみて、それでこの小委員会の報告ということにまとめるという

ことは、言いかえますと、私に一任してくださいということになるんですが、そういうこ

とでよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【秋本小委員長】 では、そのように取り扱いをさせていただきたいと思います。それで、

まとまりましたら私のほうから消防審議会会長にご報告をさせていただきまして、その上

でどういう取り扱いをするか、会長のほうでお取り扱いを決めていただくようにしたいと

思っております。整理がつき次第、会長にはご報告をさせていただくと同時に、また委員

の方々にも決定版として、こういうことで報告をしましたということで、ご連絡をさせて

いただくようにしたいと思っております。 

 ということで、この小委員会での審議は終わりということになりますけれども、先ほど

もちょっと申し上げましたけど、地域総合防災力というコンセプト自体が、ちょっと今ま

でやっぱりやっていなかったようなことなものですから、最初のときにごあいさつ申し上

げましたように、一体どういうことになるのかと、私自身心配を内心しながらご審議をい

ただいてきたんですけれども、おかげさまで、この種のものの始まりとしては、まあ、こ

のあたりかなと。まだ多くの宿題は残っておりますけれども、そう一遍にすべてが解決で

きるわけはございませんので、引き続き、関係者一同努力をしてしかなきゃいかんと思い

ますが、委員の方々におかれましても、これから先も何かと気にかけていただく、ご指導

いただく、アドバイスをいただくということができましたら、大変ありがたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは後は、消防庁のほうにバトンタッチをいたします。 

【川島理事官】 委員の皆様、本日は大変ありがとうございました。最後に岡本長官のほ

うからごあいさつを申し上げます。 

 

４．長官あいさつ 

 

【岡本長官】 今日は本当にいい審議をいただきまして、ありがとうございました。昨年
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の９月からこの小委員会を開催していただきまして、５回にわたりいろいろなご意見をい

ただきまして、今小委員長のお話がございましたように、地域の総合的な防災力という切

り口で物事を考えて、また先程、高梨委員がおっしゃいましたけれども、それぞれ自分の

人生の中で、防災にどうやってかかわっていくのか、少年消防、あるいは婦人防火という、

まさに今活動していただいているお立場からのご意見でございますとか、そういう意味で

いきますと、ややもすると、男性のほうが少しかかわり方が足りないんじゃないかと思っ

ている面もございますし、もっと消防団員の方々の確保など、いろんな面で中小企業をは

じめとします事業所の方々にご理解をいただいて、消防団員を少しでも確保していくとい

うこと、また、今いろいろいただいたご意見に誠実にこたえていく、そのことによって地

域の総合的な防災力を高めていくということが、私どもの課題だろうと思っております。 

 今、ここでまとめていただきました。これから最後の調整を小委員長にお願いするわけ

でございますが、先程からお話がございますように、これを具体的な施策として実現して

いくということが、私どもの責任だろうと思っておりますので、これからもそういう意味

で、いただいたご意見を踏まえて努力をしてまいるつもりでございますので、皆様方には

またいろいろご支援、ご意見を賜りまして、ご鞭撻いただければありがたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 

５．閉  会 

 

【川島理事官】 以上をもちまして、地域総合防災力の充実方策に関する小委員会を終了

いたします。本日はありがとうございました。 

 

（了） 


